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農地等の利用の最適化の推進に関する指針 

 

平成２９年 ８月１０日 

津 山 市 農 業 委 員 会 

 

第１ 基本的な考え方 

 津山市は、岡山県北東部に位置し、北は中国山地、南は中部吉備高原に接し、北部

は鳥取県との県境をなす標高1,000～1,200ｍの中国山地南面傾斜地で、南部は標高

100～200ｍの盆地であり、農業の中心は稲作である。 

 しかしながら、近年は、野菜、果樹等の産地形成が進み、特に中山間地域において

は、小規模稲作と野菜等との複合経営が中心の小規模な兼業農家で大半を占めており、

農業従事者の高齢化やデフレ等による農畜産物の価格低下、遊休農地の発生など大変

厳しい状況となっている。 

そこで、津山市においては、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、認定

農業者等担い手の育成・確保、担い手への農地利用集積の促進、農用地の有効活用等

の対策を行い、強い農業づくりに向けて産地競争力の強化を図っていくことが重要な

課題となっている。 

このたび、農業委員会を規定している農業委員会等に関する法律（以下「法」とい

う。）が改正され、平成２８年４月１日に施行されたところであるが、改正法におい

て「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の最も重要な必須業務として、明確

に位置づけられたことに伴い、活力ある農業・農村を築くため、また農業が職業とし

て選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、法第７条第１項に基づき、農業

委員と農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）が連携し、担当区域ご

との活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、津山市農業

委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を以下のとおり定める。 

なお、この指針は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成２５年１２月１

０日農林水産業・地域の活力創造本部決定）で、「今後１０年間で、担い手の農地利

用が全農地の８割を占める農業構造の確立」とされたことから、それに合わせて平成

３５年を目標とし、農業委員及び推進委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを

行う。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会事務の実施状況等の公表に

ついて（平成２８年３月４日付け２７経営第２９３３号農林水産省経営局農地政策課

長通知）」に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおりとする。 
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第２ 具体的な目標と推進方法 

１．遊休農地の発生防止・解消について 

 （１）遊休農地の解消目標 

  【目標設定の考え方】 

   平成３５年度末における遊休農地０ｈａを目標とする。 

昨年度までの統計から、毎年の非農地判断面積を１７ｈａとする。 

 管内の農地面積 

(Ａ) 

遊休農地面積 

(Ｂ) 

遊休農地の割合 

(Ｂ/Ａ) 

現    状 

（平成２９年４月） 
５,８５３ｈａ １６３ｈａ ２.８％ 

３年後の目標 

（平成３２年度末） 
５,８０２ｈａ ８２ｈａ １.４％ 

目    標 

（平成３５年度末） 
 ５,７５１ｈａ ０ｈａ  ０％ 

※ 管内の農地面積(Ａ)は、平成２８年耕地及び作付面積統計における耕地面積に(Ｂ)を足したものを記入 

 

（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

 ① 農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

    ○ 農業委員と推進委員が連携し、農地法第３０条第１項の規定に基づく利

用状況調査を確実に実施する。 

    ○ 利用状況調査の結果を踏まえ、農地法第３２条第１項の規定に基づく利

用意向調査を確実に実施する。 

    ○ 利用意向調査の結果を踏まえ、農地法第３４条の規定に基づく農地の利

用関係の調整を行う。     

 ② 農地中間管理機構との連携について 

    ○ 利用意向調査の結果を受け、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構へ

の貸付け手続きを行う。 

 ③ 非農地判断について 

    ○ 利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調

査」によって、Ｂ分類（再生利用困難）に区分された荒廃農地については、

現況や周囲への影響、土地改良事業の実施状況等を勘案の上、状況に応じ

速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。 
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 ２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

  （１）担い手への農地利用集積目標 

  【目標設定の考え方】 

   平成２９年度新規集積目標１０２.９ｈａを基準とする。 

昨年度までの統計から、毎年の非農地判断面積を１７ｈａとする。 

 管内の農地面積(Ａ) 集積面積(Ｂ) 集積率(Ｂ/Ａ) 

現    状 

（平成２９年４月） 
５,６９０ｈａ ７０２.１ｈａ １２.３％ 

３年後の目標 

（平成３２年度末） 
５,６３９ｈａ １０１０.８ｈａ １７.９％ 

目    標 

（平成３５年度末） 
 ５,５８８ｈａ １３１９.５ｈａ  ２３.６％ 

※１ 管内の農地面積は、平成２８年耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入    

  

 （２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

    ○ 農地中間管理機構との連携を強化し、地域での担い手の把握、集落営農

の組織化及び既存組織の強化を図る。また、年複数回ある地域での集会等

に参加し農地制度の広報等を積極的に行う。 

 

 ３．新規参入の促進について 

  （１）新規参入の促進目標   

新規参入者数  毎年９経営体 

新規参入面積  毎年４ｈａ 

【目標設定の考え方】 

   平成２９年度新規参入目標を基準とする。 

 

 （２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

    ○ ＪＡや農地中間管理機構、農業大学校等関係機関・団体と連携し、企業

や市外の人に対する新規就農を促進するとともに、農業委員が地域と新規

参入者の仲立ちをする事で、就農の後押し（農地や各種補助金等の情報提

供など）を行う。 

  

 


